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令和３年６月改訂 

佃中学校いじめ防止基本方針（改訂版） 

中央区立佃中学校 

 

 

第１ いじめの防止等の基本的な考え方 

１ 基本方針策定の目的 

 いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含

めた社会全体に関する国民的課題であり、とりわけ学校においては、いじめの問題に適

切に対処し、生徒が安心して学校生活を送ることができるようにすることが重要であ

る。 

佃中学校いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法および中央区いじめ防止基本

方針に基づき、本校におけるいじめ防止の対策に関する基本的な方針を定める。 

２ いじめの定義 

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生

徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒が

心身の苦痛を感じているものをいう。 

 具体的ないじめの様態には、以下のものがある。 

（１） 言葉によるもの：冷やかしやからかい、悪口やこわい言葉、いやなことを言

われる。 

（２） 集団によるもの：仲間はずれ、みんなから無視される。 

（３） 暴力によるもの：ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

（４） 金品に関するもの：金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊され

たり、捨てられたりする。 

（５） 強制によるもの：いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、さ

せられたりする。 

（６） インターネットに関するもの：インターネットや携帯電話、スマートフォン

等で、悪口や個人情報を書かれる。 

３ いじめの禁止 

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成

長及び人格の形成に深刻な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を

生じさせるものであり、人として決して許されない行為であり、生徒はいじめを行って

はならない。 

４ いじめに対する基本的な考え方 

いじめは、どの学級でも、どの生徒にも起こりうるとの認識に立ち、学校は家庭、地

域、教育委員会と連携して、「いじめを生まない学校づくり」など未然防止への取組を

進めるとともに、いじめを察知した場合には、早期発見・早期対応を基本とした取組を
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講じ、速やかに解決に努める。教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努め

るとともに、学校全体で組織的に対応する。 

何より学校は、生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活で

きる場でなくてはならない。生徒一人ひとりが大切にされているという実感をもつとと

もに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付け

ることができる学校づくりに取り組む。 

 

第２ 佃中学校における取組 

１ いじめの未然防止のための取組 

（１）「いじめ防止」を教育課程へ位置づけ 

  いじめのない学校づくりを教育課程に位置付け、心の教育を重視した取組を進め

る。 

（２）人権教育・道徳教育の充実 

  教育活動全体を通して人権教育や生命尊重教育について計画的に推進する。特に

道徳を中心として、いじめに向かわない態度や能力の育成を図る。 

（３）特別な支援を要する生徒への対応の充実 

  障害のある生徒、海外から帰国した生徒、外国人の生徒、性同一障害や性的指

向・性自認に係わる生徒、大規模災害等により被災・避難している生徒に対して、

日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連

携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。 

（４）体験活動の充実 

  様々な人間関係や体験活動をとおして、他者との関わり方やコミュニケーション

能力を養い思いやりの心や自尊感情の育成、命の大切さに気づかせる指導を行う。 

（５）学習の基礎基本の定着を図るわかる授業づくり 

  学習の基礎基本の定着を図り、学力の向上をめざすわかる授業の実践を進め、生

徒が自己肯定感を高め、達成感や充実感をもつことができる学習指導に努める。 

（６）規範意識の向上を図る生活指導の充実 

  集団の一員として規律正しい生活を送らせ規範意識を高めることで、いじめは絶

対に許されない行為であるという認識をもたせる指導を行う。 

（７）自主・自律を促す活動の充実 

  生徒会活動や学級活動を通して、生徒一人ひとりが集団の中で役割を担う中でい

じめを主体的に考え、自治的・自律的にいじめ防止に向けた取組ができる指導を行

う。 

（８）生徒と教職員の関わりの充実 

  学校生活における日常的な関わりや、生活の記録を記入させたノートを活用し、

担任と生徒及び保護者との連絡を密にし、生徒の小さなサインを丁寧に受け止め信

頼関係を構築する。 

（９）生徒への指導と保護者への啓発の充実 

  保護者会や教育相談をとおして保護者との信頼関係を深め、いじめ防止に向けた
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取組を進めることで、学校と家庭が連携していじめを許さない雰囲気作りに努め

る。 

（１０）情報リテラシー・情報モラル教育の充実 

  インターネットの使い方やルール・マナーを向上させるために、生徒や保護者等

に対して情報モラル教育や啓発活動を行う。 

２ いじめの早期発見のための取組 

 （１）アンケート調査の定期的な実施 

   日常の行動観察による生徒の実態把握に加え、いじめの未然防止と早期発見のた

めに、全校生徒を対象にしたいじめアンケートを毎学期１回行う。 

 （２）教育相談の実施 

   全校生徒を対象にした年２回の教育相談（三者面談）実施に加え、スクールカウ

ンセラーによる面接を実施し、生徒や保護者がいじめを訴えやすい校内組織を構築

する。 

 （３）情報共有の推進 

   生徒指導や面談等の内容を教職員全体で共有することで、共通理解を進めいじめ

防止に向けた取組を組織的に行う。 

 （４）外部機関との連携 

   スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、子ども家庭支援センタ

ー、教育センター、医療機関と連携を図り、生徒が相談しやすい環境を整える。 

３ いじめに対する早期対応 

 （１）管理職への報告といじめ防止対策委員会の立ち上げ 

   教職員はいじめに関する相談や情報を受けた場合、またはいじめと思われる行為

を発見した場合は速やかに管理職に報告し、対策委員会を中心に速やかに対応す

る。 

 （２）いじめを受けた生徒の安全確保 

   いじめを受けた生徒およびいじめを知らせてきた生徒の安全・保護を最優先と

し、必要に応じて別室での指導等を行い、安心して学校生活を送ることができる環

境を組織的につくる。 

 （３）加害生徒への指導 

   教育的配慮のもと、いじめを行った生徒に対する指導や保護者への助言等、教職

員の役割分担を明確にし、迅速に対応する。いじめ防止対策委員会を中心に、いじ

めの事実確認や今後の対応について協議を行い組織的な対応体制を確立し、いじめ

の被害・加害生徒等の保護者への連絡をする。 

 （４）周囲にいる他の生徒への指導 

   いじめを見ていた生徒だけでなく、必要に応じて学級や学年の生徒や全校生徒に

対して、いじめの問題について考えさせ自分のこととしてとらえさせる指導を行

う。 

 （５）保護者への支援と情報共有 

   いじめに関わる生徒の保護者への支援や助言に加え、必要に応じて保護者会を開
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催し保護者との情報共有を行う。 

 （６）関係機関との連携 

   犯罪行為に関わるいじめについては、警察署や児童相談所と連携して対応にあた

り、適切に協力や援助を求める。 

４ インターネット上のいじめへの対応 

（１） 情報モラル教育の推進 

セーフティ教室などを活用した情報モラル教育の推進を図る。 

（２） 「ＳＮＳ東京ルール」に基づく「学校ルール」や「家庭ルール」づくり 

いじめを含めたトラブルや犯罪を回避できる判断力を身につけさせ、生徒自らが

守るべきルールを決めて、そのルールを守っていこうとする態度を育む指導を行

う。 

（３） 保護者への支援と情報共有 

  インターネットを通じて発信される情報の特性や危険性などに関して、保護者会

問うて情報提供し、保護者に対する啓発活動を行う。 

  

５ 教職員の指導力の向上と組織的な対応 

（１）いじめ防止に関する研修の実施 

   いじめ防止や生徒指導に関する校内研修を計画的に実施し、いじめ防止に関する

教員の資質向上を図り指導力を高める。 

（２）組織的な対応 

   生徒指導に関する情報を学級担任から学年主任、生活指導主任への報告を徹底

し、学年会や生活指導部会で対応を検討し、組織的な生徒指導を行う。 

６ 保護者との連携 

（１）いじめ防止等の啓発活動 

   保護者会や学級懇談、三者面談等をとおして保護者を対象としたいじめ防止への

啓発活動を行う。 

（２）家庭との連携・協力 

   三者面談や教科面談などの教育相談および、学校だよりや学年だより、生活指導

だよりなど学校からの配布物などをとおして、家庭との緊密な連携・協力を進め

る。 

（３）学校や関連機関への連絡・相談 

   保護者はいじめやそのおそれがあると思われる場合は、速やかに学校及び関連機

関に相談又は通報をする。 

 

第３ いじめの防止等の組織設定 

１ いじめ防止対策組織の設置 

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「校内いじめ防止対策委員会」

を設置し、定期的に同委員会を開催し、本方針に基づく取組の実行、進捗状況の確

認、定期的な検証等を行い、いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定
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の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。また、いじめ等が発見され

た場合は臨時に開催し、早期対応にあたる。 

 

 

 

 

２ 重大事態発生時の調査及び報告 

  第５の重大事態が発生した場合には、「いじめ防止対策委員会」を活用し、当該重

大事案にかかる事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会に速やかに報告

する。 

 

第４ 学校の取組に対する検証と改善 

いじめ防止の取組については、年度当初の教育計画と年度末の学校評価を活用し、

取組の計画的な実行、いじめ対応方法の検証、必要に応じた基本方針及び計画の改善

をＰＤＣＡで見直しを行い、実効性のある取組となるようにする。 

 

第５ 重大事案への対処 

１ 重大事態の定義 

 （１）いじめにより生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認めるとき。（生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、

金品等に重大な被害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合等） 

 （２）いじめにより生徒等が相当の期間（年間３０日を目安とする）学校を欠席する

ことを余儀なくされている疑いが認められるとき。 

 （３）生徒や保護者からいじめを受け重大事態に至ったという申し出があったとき。 

 ２ 重大事態への対応 

 （１）学校は、重大事態が発生した場合、速やかに教育委員会へ報告する。 

 （２）いじめ防止対策委員会を開催し、事実関係を調査し、情報を教育委員会に報告

し、今後の対応策について検討する。また、教育委員会の指導のもと、いじめ

を受けた生徒及び保護者に対して適切に情報提供を行う。 

 （３）教育委員会が調査主体となる場合は、資料の提出など調査に協力する。 

いじめ防止対策委員会 

校長、副校長、生活指導主任、各学年生活指導担当 

※必要に応じてスクールカウンセラー等と連携する。 

 


